
 

 

議案第５０号 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２２年２月９日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市建築等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

事務の種類 手数料の額 

１ 法第６条第１項又は第
１８条第２項（法第８７
条第１項において準用す
る場合を含む。）の規定
による建築物に関する確
認の申請又は計画の通知
に対する審査（次項及び
第２項に規定するものを
除く。） 
  床面積の合計が３０
平方メートル以下のも
の 
  床面積の合計が３０
平方メートルを超え１
００平方メートル以下
のもの 
  床面積の合計が１０
０平方メートルを超え
２００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が２０
０平方メートルを超え 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
１件につき 
 ７，０００円 

 
１件につき 
 １４，０００円 
 
 
１件につき 
 ２４，０００円 
 
 
１件につき 
 ３１，０００円 

事務の種類 手数料の額 

１ 法第６条第１項又は第
１８条第２項（法第８７
条第１項において準用す
る場合を含む。）の規定
による建築物に関する確
認の申請又は計画の通知
に対する審査（次項及び
第２項に規定するものを
除く。） 
  床面積の合計が３０
平方メートル以下のも
の 
  床面積の合計が３０
平方メートルを超え１
００平方メートル以下
のもの 
  床面積の合計が１０
０平方メートルを超え
２００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が２０
０平方メートルを超え 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
１件につき 
 ５，０００円 

 
１件につき 
 ９，０００円 

 
 
１件につき 
 １４，０００円 
 
 
１件につき 
 １９，０００円 



 

 

５００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が５０
０平方メートルを超え
１，０００平方メート
ル以下のもの 
  床面積の合計が１，
０００平方メートルを
超え２，０００平方メ
ートル以下のもの 
  床面積の合計が２，
０００平方メートルを
超え１０，０００平方
メートル以下のもの 
  床面積の合計が１０ 
，０００平方メートル
を超え５０，０００平
方メートル以下のもの 
  床面積の合計が５０ 
，０００平方メートル
を超えるもの 

 
 
１件につき 
 ５８，０００円 
 
 
１件につき 
 ７８，０００円 
 
 
１件につき 
２３５，０００円 
 
 
１件につき 
４２０，０００円 
 
 
１件につき 
７７７，０００円 

１の２ ［略］ 

２ 法第６条第１項又は第
１８条第２項の規定によ
る建築物に関する確認の
申請又は計画の通知に対
する審査（当該確認申請
等に係る計画に法第８７
条の２に規定する昇降機
に係る部分が含まれるも
のに限る。） 
  昇降機を含む建築物
を建築するもの（第２
号から第４号までに規
定するものを除く。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  確認を受けた建築物
の計画及び確認を受け
た昇降機の計画の変更
をして建築物を建設す
るもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１項に規定す

る確認の申請若し
くは計画の通知に
係る手数料の区分
に応じ、それぞれ
当該手数料の額又
は前項に規定する
手数料の額に、昇
降機１基ごとに１
４，０００円（小
荷物専用昇降機に
ついては、５，０
００円）を加算し
た額 
第１項に規定す

る確認の申請若し
くは計画の通知に
係る手数料の区分
に応じ、それぞれ 

５００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が５０
０平方メートルを超え
１，０００平方メート
ル以下のもの 
  床面積の合計が１，
０００平方メートルを
超え２，０００平方メ
ートル以下のもの 
  床面積の合計が２，
０００平方メートルを
超え１０，０００平方
メートル以下のもの 
  床面積の合計が１０ 
，０００平方メートル
を超え５０，０００平
方メートル以下のもの 
  床面積の合計が５０ 
，０００平方メートル
を超えるもの 

 
 
１件につき 
 ３４，０００円 
 
 
１件につき 
 ４８，０００円 
 
 
１件につき 
１４０，０００円 
 
 
１件につき 
２４０，０００円 
 
 
１件につき 
４６０，０００円 

１の２ ［略］ 

２ 法第６条第１項又は第
１８条第２項の規定によ
る建築物に関する確認の
申請又は計画の通知に対
する審査（当該確認申請
等に係る計画に法第８７
条の２に規定する昇降機
に係る部分が含まれるも
のに限る。） 
  昇降機を含む建築物
を建築するもの（第２
号から第４号までに規
定するものを除く。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  確認を受けた建築物
の計画及び確認を受け
た昇降機の計画の変更
をして建築物を建設す
るもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１項に規定す

る確認の申請若し
くは計画の通知に
係る手数料の区分
に応じ、それぞれ
当該手数料の額又
は前項に規定する
手数料の額に、昇
降機１基ごとに９ 
，０００円（小荷
物専用昇降機につ
いては、４，００
０円）を加算した
額 
第１項に規定す

る確認の申請若し
くは計画の通知に
係る手数料の区分
に応じ、それぞれ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ［略］ 
  確認を受けた昇降機
のみの計画の変更をし
て建築物を建築するも
の 

当該手数料の額又
は前項に規定する
手数料の額に、計
画の変更をする昇
降機１基ごとに７ 
，０００円（小荷
物専用昇降機につ
いては、４，００
０円）を加算した
額 
［略］ 
計画の変更をす

る昇降機１基ごと
に７，０００円（
小荷物専用昇降機
については、４，
０００円） 

３ 法第８７条の２におい
て準用する法第６条第１
項又は第１８条第２項の
規定による建築設備に関
する確認の申請又は計画
の通知に対する審査 
  昇降機を設置するも
の（次号に規定するも
のを除く。） 
 
 
  確認を受けた昇降機
の計画の変更をして昇
降機を設置するもの 
 
 
  建築設備（昇降機を
除く。次号において同
じ。）を設置するもの
（次号に規定するもの
を除く。） 
  確認を受けた建築設
備の計画を変更して建
築設備を設置するもの 

  
 
 
 
 
 
１基につき 
 １４，０００円 
（小荷物専用昇降
機については、５ 
，０００円） 
１基につき 
 ７，０００円 

（小荷物専用昇降
機については、４ 
，０００円） 
１の建築設備につ
き 
 １４，０００円 
 
 
１の建築設備につ
き 
 ７，０００円 

４ 法第８８条第１項又は
第２項において準用する
法第６条第１項又は第１
８条第２項の規定による
工作物に関する確認の申
請又は計画の通知に対す
る審査 
  工作物を築造するも
の（次号に規定するも 

 
 
 
 
 
 
 
１の工作物につき 
１２，０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ［略］ 
  確認を受けた昇降機
のみの計画の変更をし
て建築物を建築するも
の 

当該手数料の額又
は前項に規定する
手数料の額に、計
画の変更をする昇
降機１基ごとに５ 
，０００円（小荷
物専用昇降機につ
いては、３，００
０円）を加算した
額 
［略］ 
計画の変更をす

る昇降機１基ごと
に５，０００円（
小荷物専用昇降機
については、３，
０００円） 

３ 法第８７条の２におい
て準用する法第６条第１
項又は第１８条第２項の
規定による建築設備に関
する確認の申請又は計画
の通知に対する審査 
  昇降機を設置するも
の（次号に規定するも
のを除く。） 
 
 
  確認を受けた昇降機
の計画の変更をして昇
降機を設置するもの 
 
 
  建築設備（昇降機を
除く。次号において同
じ。）を設置するもの
（次号に規定するもの
を除く。） 
  確認を受けた建築設
備の計画を変更して建
築設備を設置するもの 

  
 
 
 
 
 
１基につき 
 ９，０００円 

（小荷物専用昇降
機については、４ 
，０００円） 
１基につき 
 ５，０００円 

（小荷物専用昇降
機については、３ 
，０００円） 
１の建築設備につ
き 
 ９，０００円 

 
 
１の建築設備につ
き 
 ５，０００円 

４ 法第８８条第１項又は
第２項において準用する
法第６条第１項又は第１
８条第２項の規定による
工作物に関する確認の申
請又は計画の通知に対す
る審査 
  工作物を築造するも
の（次号に規定するも 

 
 
 
 
 
 
 
１の工作物につき 
８，０００円 



 

 

のを除く。） 
  確認を受けた工作物
の計画の変更をして工
作物を築造するもの 

 
１の工作物につき 
 ５，０００円 

５ 法第７条第４項又は第
１８条第１５項の規定に
よる建築物に関する完了
検査（次項及び第７項に
規定するものを除く。） 
  床面積の合計が３０
平方メートル以下のも
の 
  床面積の合計が３０
平方メートルを超え１
００平方メートル以下
のもの 
  床面積の合計が１０
０平方メートルを超え
２００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が２０
０平方メートルを超え
５００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が５０
０平方メートルを超え
１，０００平方メート
ル以下のもの 
  床面積の合計が１，
０００平方メートルを
超え２，０００平方メ
ートル以下のもの 
  床面積の合計が２，
０００平方メートルを
超え１０，０００平方
メートル以下のもの 
  床面積の合計が１０ 
，０００平方メートル
を超え５０，０００平
方メートル以下のもの 
  床面積の合計が５０ 
，０００平方メートル
を超えるもの 

 
 
 
 
 
１件につき 
 １４，０００円 
 
１件につき 
 １７，０００円 
 
 
１件につき 
 ２４，０００円 
 
 
１件につき 
 ３５，０００円 
 
 
１件につき 
 ５９，０００円 
 
 
１件につき 
 ８２，０００円 
 
 
１件につき 
２０８，０００円 
 
 
１件につき 
３３１，０００円 
 
 
１件につき 
６６６，０００円 

６ 法第７条第４項又は第
１８条第１５項の規定に
よる建築物に関する完了
検査で、法第７条の３第
５項又は第１８条第１９
項の規定による中間検査
合格証の交付を受けた建 

 

のを除く。） 
  確認を受けた工作物
の計画の変更をして工
作物を築造するもの 

 
１の工作物につき 
 ４，０００円 

５ 法第７条第４項又は第
１８条第１５項の規定に
よる建築物に関する完了
検査（次項及び第７項に
規定するものを除く。） 
  床面積の合計が３０
平方メートル以下のも
の 
  床面積の合計が３０
平方メートルを超え１
００平方メートル以下
のもの 
  床面積の合計が１０
０平方メートルを超え
２００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が２０
０平方メートルを超え
５００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が５０
０平方メートルを超え
１，０００平方メート
ル以下のもの 
  床面積の合計が１，
０００平方メートルを
超え２，０００平方メ
ートル以下のもの 
  床面積の合計が２，
０００平方メートルを
超え１０，０００平方
メートル以下のもの 
  床面積の合計が１０ 
，０００平方メートル
を超え５０，０００平
方メートル以下のもの 
  床面積の合計が５０ 
，０００平方メートル
を超えるもの 

 
 
 
 
 
１件につき 
 １０，０００円 
 
１件につき 
 １２，０００円 
 
 
１件につき 
 １６，０００円 
 
 
１件につき 
 ２２，０００円 
 
 
１件につき 
 ３６，０００円 
 
 
１件につき 
 ５０，０００円 
 
 
１件につき 
１２０，０００円 
 
 
１件につき 
１９０，０００円 
 
 
１件につき 
３８０，０００円 

６ 法第７条第４項又は第
１８条第１５項の規定に
よる建築物に関する完了
検査で、法第７条の３第
５項又は第１８条第１９
項の規定による中間検査
合格証の交付を受けた建 

 



 

 

築物を含むもの（次項に
規定するものを除く。） 
  床面積の合計が３０
平方メートル以下のも
の 
  床面積の合計が３０
平方メートルを超え１
００平方メートル以下
のもの 
  床面積の合計が１０
０平方メートルを超え
２００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が２０
０平方メートルを超え
５００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が５０
０平方メートルを超え
１，０００平方メート
ル以下のもの 
  床面積の合計が１，
０００平方メートルを
超え２，０００平方メ
ートル以下のもの 
  床面積の合計が２，
０００平方メートルを
超え１０，０００平方
メートル以下のもの 
  床面積の合計が１０ 
，０００平方メートル
を超え５０，０００平
方メートル以下のもの 
  床面積の合計が５
０，０００平方メート
ルを超えるもの 

 
 
１件につき 
 １２，０００円 
 
１件につき 
 １５，０００円 
 
 
１件につき 
 ２３，０００円 
 
 
１件につき 
 ３３，０００円 
 
 
１件につき 
 ５７，０００円 
 
 
１件につき 
 ７７，０００円 
 
 
１件につき 
１９１，０００円 
 
 
１件につき 
３１５，０００円 
 
 
１件につき 
６５０，０００円 

７ 法第７条第４項又は第
１８条第１５項の規定に
よる建築物に関する完了
検査（当該完了検査に係
る計画に法第８７条の２
に規定する昇降機に係る
部分が含まれるものに限
る。） 
  法第８７条の２にお
いて準用する法第７条
の３第５項又は第１８
条第１９項の規定によ
る中間検査合格証（以
下この項及び次項にお 

 
 
 
 
 
 
 
 
第５項又は前項

に規定する完了検
査に係る手数料の
区分に応じ、それ
ぞれ当該手数料の
額に、昇降機１基 

築物を含むもの（次項に
規定するものを除く。） 
  床面積の合計が３０
平方メートル以下のも
の 
  床面積の合計が３０
平方メートルを超え１
００平方メートル以下
のもの 
  床面積の合計が１０
０平方メートルを超え
２００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が２０
０平方メートルを超え
５００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が５０
０平方メートルを超え
１，０００平方メート
ル以下のもの 
  床面積の合計が１，
０００平方メートルを
超え２，０００平方メ
ートル以下のもの 
  床面積の合計が２，
０００平方メートルを
超え１０，０００平方
メートル以下のもの 
  床面積の合計が１０ 
，０００平方メートル
を超え５０，０００平
方メートル以下のもの 
  床面積の合計が５
０，０００平方メート
ルを超えるもの 

 
 
１件につき 
 ９，０００円 

 
１件につき 
 １１，０００円 
 
 
１件につき 
 １５，０００円 
 
 
１件につき 
 ２１，０００円 
 
 
１件につき 
 ３５，０００円 
 
 
１件につき 
 ４７，０００円 
 
 
１件につき 
１１０，０００円 
 
 
１件につき 
１８０，０００円 
 
 
１件につき 
３７０，０００円 

７ 法第７条第４項又は第
１８条第１５項の規定に
よる建築物に関する完了
検査（当該完了検査に係
る計画に法第８７条の２
に規定する昇降機に係る
部分が含まれるものに限
る。） 
  法第８７条の２にお
いて準用する法第７条
の３第５項又は第１８
条第１９項の規定によ
る中間検査合格証（以
下この項及び次項にお 

 
 
 
 
 
 
 
 
第５項又は前項

に規定する完了検
査に係る手数料の
区分に応じ、それ
ぞれ当該手数料の
額に、昇降機１基 



 

 

いて「合格証」という。
）の交付を受けた昇降
機を含む場合 
 
 
  前号以外の場合 

ごとに１６，００
０円（小荷物専用 
昇降機については、
１０，０００円）
を加算した額 
第５項又は前項

に規定する完了検
査に係る手数料の
区分に応じ、それ
ぞれ当該手数料の
額に、昇降機１基
ごとに１７，００
０円（小荷物専用 
昇降機については、
１０，０００円）
を加算した額 

８ 法第８７条の２におい
て準用する法第７条第４
項又は第１８条第１５項
の規定による建築設備に
関する完了検査 
  昇降機（次号に規定
するものを除く。） 
 
 
 
  合格証の交付を受け
た昇降機 
 
 
 
  昇降機以外の建築設
備 

  
 
 
 
 
１基につき 
 １７，０００円 
（小荷物専用昇降
機については、１
０，０００円） 
１基につき 
 １６，０００円 
（小荷物昇降機に
ついては、１０，
０００円） 
１の建築設備につ
き 
 １７，０００円 

９ 法第８８条第１項又は
第２項において準用する
法第７条第４項又は第１
８条第１５項の規定によ
る工作物に関する完了検
査 

１の工作物につき 
１２，０００円 

１０ 法第７条の３第４項
又は第１８条第１８項の
規定による建築物に関す
る中間検査（次項に規定
するものを除く。） 
  床面積の合計が３０
平方メートル以下のも
の 
  床面積の合計が３０
平方メートルを超え１ 

 
 
 
 
 
１件につき 
 １３，０００円 
 
１件につき 
 １７，０００円 

いて「合格証」という。
）の交付を受けた昇降
機を含む場合 
 
 
  前号以外の場合 

ごとに１２，００
０円（小荷物専用 
昇降機については、
８，０００円）を
加算した額 
第５項又は前項

に規定する完了検
査に係る手数料の
区分に応じ、それ
ぞれ当該手数料の
額に、昇降機１基
ごとに１３，００
０円（小荷物専用 
昇降機については、
８，０００円）を
加算した額 

８ 法第８７条の２におい
て準用する法第７条第４
項又は第１８条第１５項
の規定による建築設備に
関する完了検査 
  昇降機（次号に規定
するものを除く。） 
 
 
 
  合格証の交付を受け
た昇降機 
 
 
 
  昇降機以外の建築設
備 

  
 
 
 
 
１基につき 
 １３，０００円 
（小荷物専用昇降
機については、８ 
，０００円） 
１基につき 
 １２，０００円 
（小荷物昇降機に
ついては、８，０
００円） 
１の建築設備につ
き 
 １３，０００円 

９ 法第８８条第１項又は
第２項において準用する
法第７条第４項又は第１
８条第１５項の規定によ
る工作物に関する完了検
査 

１の工作物につき 
９，０００円 

１０ 法第７条の３第４項
又は第１８条第１８項の
規定による建築物に関す
る中間検査（次項に規定
するものを除く。） 
  床面積の合計が３０
平方メートル以下のも
の 
  床面積の合計が３０
平方メートルを超え１ 

 
 
 
 
 
１件につき 
 ９，０００円 

 
１件につき 
 １１，０００円 



 

 

００平方メートル以下
のもの 
  床面積の合計が１０
０平方メートルを超え
２００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が２０
０平方メートルを超え
５００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が５０
０平方メートルを超え
１，０００平方メート
ル以下のもの 
  床面積の合計が１，
０００平方メートルを
超え２，０００平方メ
ートル以下のもの 
  床面積の合計が２，
０００平方メートルを
超え１０，０００平方
メートル以下のもの 
  床面積の合計が１０ 
，０００平方メートル
を超え５０，０００平
方メートル以下のもの 
  床面積の合計が５０ 
，０００平方メートル
を超えるもの 

 
 
１件につき 
 ２３，０００円 
 
 
１件につき 
 ３１，０００円 
 
 
１件につき 
 ５２，０００円 
 
 
１件につき 
 ７２，０００円 
 
 
１件につき 
１６５，０００円 
 
 
１件につき 
２６１，０００円 
 
 
１件につき 
５５２，０００円 

１１ 法第７条の３第４項
又は第１８条第１８項の
規定による建築物に関す
る中間検査（当該中間検
査に係る計画に法第８７
条の２に規定する昇降機
に係る部分が含まれるも
のに限る。） 
  ［略］ 
  中間検査の対象が建
築物及び昇降機である
もの 
 
 
 
 
 
 
 
  中間検査の対象が昇
降機のみであるもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
［略］ 
前項に規定する

中間検査に係る手 
数料の区分に応じ、
それぞれ当該手数
料の額に昇降機１
基ごとに１６，０
００円（小荷物専
用昇降機について
は、１０，０００
円）を加算した額 
１基につき 
１６，０００円 

００平方メートル以下
のもの 
  床面積の合計が１０
０平方メートルを超え
２００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が２０
０平方メートルを超え
５００平方メートル以
下のもの 
  床面積の合計が５０
０平方メートルを超え
１，０００平方メート
ル以下のもの 
  床面積の合計が１，
０００平方メートルを
超え２，０００平方メ
ートル以下のもの 
  床面積の合計が２，
０００平方メートルを
超え１０，０００平方
メートル以下のもの 
  床面積の合計が１０ 
，０００平方メートル
を超え５０，０００平
方メートル以下のもの 
  床面積の合計が５０ 
，０００平方メートル
を超えるもの 

 
 
１件につき 
 １５，０００円 
 
 
１件につき 
 ２０，０００円 
 
 
１件につき 
 ３３，０００円 
 
 
１件につき 
 ４５，０００円 
 
 
１件につき 
１００，０００円 
 
 
１件につき 
１６０，０００円 
 
 
１件につき 
３３０，０００円 

１１ 法第７条の３第４項
又は第１８条第１８項の
規定による建築物に関す
る中間検査（当該中間検
査に係る計画に法第８７
条の２に規定する昇降機
に係る部分が含まれるも
のに限る。） 
  ［略］ 
  中間検査の対象が建
築物及び昇降機である
もの 
 
 
 
 
 
 
 
  中間検査の対象が昇
降機のみであるもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
［略］ 
前項に規定する

中間検査に係る手 
数料の区分に応じ、
それぞれ当該手数
料の額に昇降機１
基ごとに１２，０
００円（小荷物専
用昇降機について
は、８，０００円
）を加算した額 
１基につき 
１２，０００円 



 

 

 （小荷物専用昇降
機については、１
０，０００円） 

１２ 法第８７条の２にお
いて準用する法第７条の
３第４項又は第１８条第
１８項の規定による建築
設備の中間検査 
  昇降機 
 
 
 
 
  昇降機以外の建築設
備 

  
 
 
 
 
１基につき 
 １６，０００円 
（小荷物専用昇降
機については、１
０，０００円） 
１の建築設備につ
き 
 １６，０００円 

１３ 法第８８条第１項に
おいて準用する法第７条
の３第４項又は第１８条
第１８項の規定による工
作物の中間検査 

１の工作物につき 
 １２，０００円 

１４～６７ ［略］  

 （小荷物専用昇降
機については、８ 
，０００円） 

１２ 法第８７条の２にお
いて準用する法第７条の
３第４項又は第１８条第
１８項の規定による建築
設備の中間検査 
  昇降機 
 
 
 
 
  昇降機以外の建築設
備 

  
 
 
 
 
１基につき 
 １２，０００円 
（小荷物専用昇降
機については、８ 
，０００円） 
１の建築設備につ
き 
 １２，０００円 

１３ 法第８８条第１項に
おいて準用する法第７条
の３第４項又は第１８条
第１８項の規定による工
作物の中間検査 

１の工作物につき 
 ９，０００円 

１４～６７ ［略］  
備考 ［略］ 備考 ［略］ 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市建築等関係事務手数料条例別表第１項及び第

２項から第１３項までの規定は、この条例の施行の日以後に申請又は通知のあった

事務に係る手数料について適用し、同日前に申請又は通知のあった事務に係る手数

料については、なお従前の例による。 


